
放射性物質汚染対処特措法（平成２４年１月１日～）

平成２４年４月１日現在

放射性物質測定のご案内

福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染へ
の対処に関し，国，地方公共団体，関係原子力事業者等が講ずべ
き措置等について定めることにより，環境の汚染による人の健康又
は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし，平成２３
年８月３０日に公布されました。（平成２４年１月１日全面施行）

それを受けて，環境省により，廃棄物関係ガイドラインが策定され
ました。その中で，放射性物質の測定手法に関しては，「放射能濃
度等測定ガイドライン」により示されています。

当研究所では，２台体制で放射性物質の測定を行っております。多検体でも迅速に結果を提供する
ことができます。また，１台は高相対効率（４０％以上）を有しているため，低濃度の放射性物質も短
時間で測定することが可能です。
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測定方法

測定放射性物質および標準定量下限値

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

放射性物質の測定について

放射性物質
定量下限値（Ｂｑ／ｋｇ）

飲料水 環境水等 食品関係 土壌，汚泥，
灰等環境試料

ヨウ素１３１

１ ３ ５ １０セシウム１３４

セシウム１３７

必要検体量および検査料金

納期

検体種別 必要検体量 検査料金

飲料水，環境水等の
水試料 ２Ｌ以上

１９，８００円（税込）

牛乳，酒等の液体試料

米，野菜，肉，魚介類等
の固形試料

２ｋｇ以上
土壌，汚泥，灰，堆肥等

の環境試料

※ヨウ素１３１，セシウム１３４，セシウム１３７の３物質を測定
※必要検体量を確保できない場合は要相談

４営業日（納期については，相談に応じます）

※定量下限値は，ガンマ線放出核種が高濃度に検出された場合，上記に示した数値
よりも高くなることがあります。


